


































































































































 
 

(様式第 8) 

                                                          秋大医医第 １９９号  

平成２８年８月１０日  

 

 

    厚生労働大臣  殿 

 

 

開設者名 国立大学法人秋田大学長 

                            山 本 文 雄 (印) 
 

 

医療に係る安全管理のための体制整備に関する計画について 

 

 標記について、次のとおり提出します。 

 

記 

 
1. 医療安全管理責任者を配置するための予定措置 
平成２８年１０月１日から実施できるように、規程を整備し、医療安全担当副病院長を医

療安全管理責任者と定める予定である。 
 
 
 
2. 医薬品安全管理責任者の活動を充実するための予定措置 
実施済 
医薬品安全管理責任者（薬剤部長）の指示の下、薬剤部薬品情報室において医薬品情報に

ついて管理し、院内に周知している。適用外・禁忌等の処方に係る確認等については、薬

剤部薬品管理室、調剤室において処方時または調剤時に確認・指導を行っている。 

 
 
 
3. 医療を受ける者に対する説明に関する責任者を配置するための予定措置 
平成２８年１０月１日から実施できるように、インフォームド・コンセントの責任者を医

療安全管理部長と定める予定である。また、本年度から、本院のマニュアルに則った説明

が行われているか、診療科長、ゼネラルリスクマネジャー及びリスクマネジャーによる診

療録等監査を年２回程度行い、その結果を責任者（医療安全管理部長）へ報告。記載が不

十分な場合は責任者から指導等を行う予定である。 
 
 



 
 

4. 説明の実施に必要な方法に関する規程を作成するための予定措置 
実施済 
本院の医療安全管理マニュアルに、インフォームド・コンセントに関する基本指針が定め

られている。 
 
 
 
5. 診療録等の管理に関する責任者を配置するための予定措置 
実施済 
診療録等の管理に関する責任者は中央病歴部長と定めている。 
本年度から、本院のマニュアルに則った診療録の記載が行われているか、診療科長、ゼネ

ラルリスクマネージャー及びリスクマネジャーによる診療録等監査を年２回程度行い、そ

の結果を責任者（中央病歴部長）へ報告、記載が不十分な場合は責任者から指導等を行う

予定である。 
 
 
6. 規則第９条の23第１項第10号に規定する医療に係る安全管理に資する措置を実施する

ための予定措置 

実施済 
平成２７年７月より全死亡事例の報告がなされている。 

また、医療安全管理部で診療科からの報告を受けて全例を把握・検証し、医療安全管理委

員会（管理者が委員長）に報告している。 

なお、死亡事例以外についてもインシデント等は、システムによる報告体制が整備されて

おり、必要な事象については管理者に報告する体制が整えられている。 

 
 
 
7. 医療安全管理の適正な実施に疑義が生じた場合等の情報提供を受け付けるための窓口

を設置するための予定措置 
平成２８年７月１日付けで、情報提供を受け付けるための、内部通報窓口（投書箱）を設

置した。リスクマネジャー会議や医療安全ニュースで院内の職員に周知をしている。 
通報された内容については、医療安全管理部で検討し、医療安全管理委員会（管理者が委

員長）等で審議することとなっている。 
 
 
  



 
 

8. 医療安全管理部門による医療に係る安全の確保に資する診療の状況の把握及び従業者

の医療の安全に関する意識の向上の状況の確認実施のための予定措置 
平成２９年４月１日から実施できるように、診療内容のモニタリング項目及び評価方法等

を策定する予定である。併せて、医療従事者の医療安全の認識を確認するために、研修実

施後の学習効果の測定等によるモニタリングを実施する予定である。 
 
 
 
 
9. 高難度新規医療技術の提供の適否等を決定する部門を設置するための予定措置 
平成２９年４月１日から実施できるように、医療安全管理部に高難度新規医療技術担当部

門（案）を設置し、高難度新規医療技術の提供の適否等を審査する予定である。また、併

せて高難度新規医療技術評価委員会（案）を設置する予定である。 
 
 
 
10. 高難度新規医療技術を用いた医療を提供する場合に、従業者が遵守すべき事項及び高難

度新規医療技術の提供の適否等を決定する部門が確認すべき事項等を定めた規程を作

成するための予定措置 
平成２９年４月１日から実施できるように、「秋田大学医学部附属病院における高難度新規

医療技術に関する規程」（案）を制定し、高難度新規医療技術を用いた医療の提供に関して

の基準を定める予定である。 
 
 
 
11. 未承認新規医薬品等の使用条件を定め、使用の適否等を決定する部門を設置するための

予定措置 
平成２９年４月１日から実施できるように、医療安全管理部に未承認新規医薬品等担当部

門（案）を設置し、未承認新規医薬品等の使用の適否を審査する予定である。また、併せ

て未承認新規医薬品等評価委員会（案）を設置する予定である。 
 
 
 
  



 
 

12. 未承認新規医薬品等を用いた医療を提供する場合に、従業者が遵守すべき事項及び未承

認新規医薬品等の使用条件を定め、使用の適否等を決定する部門が確認すべき事項等を

定めた規程を作成するための予定措置 
平成２９年４月１日から実施できるように、「秋田大学医学部附属病院における未承認新規

医薬品等を用いた医療の提供に関する規程」（案）を制定し、未承認新規医薬品等を用いた

医療の提供に関しての基準を定める予定である。 
 
 
 
 
13. 監査委員会を設置するための予定措置 
平成２９年４月１日から実施できるように、「国立大学法人秋田大学医療安全監査委員会規

程」（案）を制定する予定である。 
 
 
 
14. 他の特定機能病院の管理者との連携による立入り及び技術的助言を遂行するための予

定措置 
国立大学附属病院長会議等で、実施方法等について検討中である。 
 
 
 
 
15. 職員研修を実施するための予定措置 
平成２９年４月１日から実施できるように、研修実施後の学習効果の測定について、具体

的な実施方法を検討する予定である。 
なお、インシデント・アクシデント報告の流れ、医療安全に係る具体的事例等については

既に研修会で取り上げている。 
 
 
 
 
  



 
 

16. 管理職員研修（医療に係る安全管理のための研修、管理者、医療安全管理責任者、医薬

品安全管理責任者、医療機器安全管理責任者向け）を実施するための予定措置 
平成３０年４月１日から実施できるように、国立大学病院長会議等での検討状況を踏まえ、 
実施計画を策定する。 
 
 
 
 
17. 医療安全管理部門の人員体制 
・所属職員：専従（２）名、専任（２）名、兼任（１）名 
 うち医師：専従（ ）名、専任（１）名、兼任（１）名 
 うち薬剤師：専従（ ）名、専任（１）名、兼任（ ）名 
 うち看護師：専従（２）名、専任（ ）名、兼任（ ）名 
 
 
 
 
18. 医療安全管理部門の専従職員を配置するための予定措置 
現在看護師ＧＲＭは専従である。 
医師ＧＲＭ及び薬剤師ＧＲＭについては、専任であるため、平成３０年４月１日からは専

従化する予定である。それまでの達成がどうしても困難な場合は、平成３２年３月までは

就業時間の５割以上を当該業務に従事する者を同職種の常勤職員を複数名従事させる予定

である。 
 
 
 
 


